
鮫川村に生息する希少野生動植物を保護する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鮫川村に生息する希少野生動植物を保護する条例（令和７年鮫川村条

例第 号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

（捕獲等の禁止の適用除外） 

第３条 条例第14条第１項第２号で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。 

(１) 人の生命又は身体の保護のために必要であること。 

(２) 大学（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する大学及び国立大学法人

法（平成15年法律第112号）第２条第４項に規定する大学共同利用機関をいう。）にお

ける教育又は学術研究のために捕獲等をするもの（あらかじめ村長に届け出たものに限

る。）であること。 

(３) 次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。 

ア 森林法（昭和26年法律第249号）第10条の３若しくは第38条又は地すべり等防止法

（昭和33年法律第30号）第21条第１項若しくは第２項の規定に基づく処分による義務

の履行として行う行為であって急を要するもの 

イ 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 

(４) 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をするもの（あら

かじめ村長に届け出たものに限る。）であること。 

（指定希少生物の個体等の加工品） 

第４条 条例第15条の規則で定める加工品は、剥製その他の標本（剥製その他の標本として

製作する過程のものを含む。）とする。 

（捕獲等の目的） 

第５条 条例第16条第１項の規則で定める目的は、教育の目的、指定希少生物の個体の生息

又は生育の状況の調査の目的その他指定希少生物の保護に資すると認められる目的とする。 

（捕獲等の許可の申請等） 

第６条 条例第16条第２項の規定による許可の申請をしようとする者は、鮫川村指定希少野

生動植物捕獲等許可申請書（様式第１号）を村長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(１) 捕獲等をしようとする区域の状況を明らかにした図面 

(２) 捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及

び構造を明らかにした図面及び写真 

(３) 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかに

した図面 

(４) その他村長が必要と認める書類 

３ 条例第16条第３項第２号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合と

する。 

(１) 指定希少生物の個体の数が著しく少なく、捕獲等によってその個体数の維持に支障



をきたすと予測されるとき。 

(２) 出産若しくは産卵又は結実若しくは種子散布を行う等の繁殖活動の時期にあって、

捕獲等により繁殖に支障をきたすと予測されるとき。 

４ 条例第16条第５項の許可証（以下この条において「許可証」という。）は、鮫川村指定

希少野生動植物捕獲等許可証（様式第２号）によるものとする。 

５ 条例第16条第６項の規定による従事者証の交付の申請をしようとする者は、鮫川村指定

希少生物捕獲等従事者証交付申請書（様式第３号）を村長に提出しなければならない。 

６ 条例第16条第６項の従事者証（以下この条において「従事者証」という。）は、鮫川村

指定希少野生動植物捕獲等従事者証（様式第４号）によるものとする。 

７ 条例第16条第７項の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請をしようとする者は、

鮫川村指定希少生物捕獲等許可証等再交付申請書（様式第５号）を村長に提出しなければ

ならない。 

８ 許可証及び従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、これを村長に返納しなけ

ればならない。 

９ 許可証の交付を受けた者は、前項の規定により許可証を返納する場合にあっては、捕獲

等に係る個体等の場所ごとの数量及び処置の概要を村長に報告しなければならない。 

10 条例第16条第７項の規定による許可証又は従事者証の再交付を受けた者は、その再交付

を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を発見したときは、速やかに、発見した

許可証又は従事者証を村長に返納しなければならない。 

（個体等の取扱方法） 

第７条 条例第16条第９項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。 

(１) 当該個体等を適当な飼養栽培施設に収容すること。 

(２) 当該個体等の生息又は生育に適した条件を維持し、又は当該個体等を損傷しないよ

う適切に管理すること。 

（身分を示す証明書） 

第８条 条例第18条第２項の証明書は、身分証明書（様式第６号）によるものとする。 

（補足） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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